
　

主な公共職業訓練

求職者支援訓練

＊公共職業訓練・求職者支援訓練のうち実践コースを受講した場合は、その訓練修（終）了後１年間は訓練を受講することはできません。
＊初期の訓練目標（出席率８割以上など）を達成できないと判断された場合には、中途退校（所）処分となることがあります。
＊訓練受講の申込みをしても、訓練施設の選考等により受講できないことがあります。
＊受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります。

職業訓練（ハロートレーニング）は、就職することをめざし、就職に必要な技能や知識を習得するために実施する公的訓練です。

県立職業技術校　委託訓練
（民間教育訓練機関等）

＊訓練実施場所はコースにより異なる

「即戦力」
知識等習得コースなど
（開講月によりコースが異なる）

入校時期
（コースにより開講月が異なる）

７月・９月・１１月・１月
⇒ ⇒

求職者支援訓練
（民間教育訓練機関等）

＊訓練実施場所はコースにより異なる

知識等習得コースなど
（開講月によりコースが異なる）

入校時期
（開講月によりコースが異なる）

毎月開講
⇒ ⇒

ポリテクセンター関東
（相鉄線　希望ヶ丘駅）

機械系
居住系

電気・電子系

入校時期
（コースにより開講月が異なる）

毎月開講

⇒ ⇒

横浜市中央職業訓練校
（ＪＲ京浜東北線　石川町駅）

一般事務分野
介護・福祉分野

ＷＥＢデザイン分野
機械ＣＡＤ

入校時期
（コースにより開講月が異なる）
４月・５月・７月・９月・１２月・１月

⇒ ⇒

県立職業技術校　かなテクカレッジ東部
　（ＪＲ鶴見線　安善駅）

県立職業技術校　かなテクカレッジ西部
　（小田急線　　秦野駅）

工業系
建築系

社会サービス系　など

入校時期
４月生・１０月生⇒ ⇒

【職業訓練受講給付金の支給要件】

●雇用保険受給資格がない方

（支給終了になった方を含む）

●過去に職業訓練受講給付金を受給したこと

がある方は、６年以上経過している

①全ての訓練実施日に出席している

（やむを得ない理由でも、支給単位ごとに８割

以上出席が必要）

②本人の収入が月８万円以下(原則）

③世帯全体の収入が月30万円以下（原則）

④世帯全体の金融資産が３００万円以下

⑤現在住んでいるところ以外に土地・建物を

所有していない

⑥同世帯の中に同時にこの給付金を受給して

訓練を受けている人がいない

⑦過去３年以内に、偽りその他不正の行為によ

り、特定の給付金の支給を受けたことがない
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ハローワー戸塚
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（部門コード42＃）

訓練受講中や訓練修了後３ヶ月間の職業相談・紹介希望は「訓練相談窓口」をご利用ください


